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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの強化を図るとともに、積極的なディスクロー
ジャーを行い、社会と共生する当社への理解を深めることが、企業価値増大のための重要な経営課題と位置づけております。高い倫理観に則っ
た事業活動こそが、企業存続の前提条件であるとの理念に立ち、社内での早期対応体制を構築し、社外専門家の助言を仰ぎながら、企業統治体
制とその運営の適法性を確保しております。とりわけコンプライアンスについては、これまで以上に組織体制を強化するとともに、法令遵守意識の
向上、経理部門及び内部監査部門、検査・調査部門の強化などの取組みの徹底と充実を図りながら、企業活動を推進してまいりたいと考えており
ます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1 - 4 政策保有株式】

当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式については、投資株式の合理性について、投資先との協力関係を築くことが可能であり、
かつ、当社グループの企業価値の向上が期待できると判断した場合に株式を保有しております。また、投資先との関係、取引状況、投資リスクが
資本コストに見合っているか、投資先の企業価値の向上が期待できるか等を総合的に勘案し、保有・売却の判断を行っております。

純投資以外の目的である投資株式に係る議決権については、当社の株主としての利益や発行会社の企業価値の向上が期待できるかという観点
を踏まえて総合的に勘案し、行使することとしております。

【原則1 - 7 関連当事者間の取引】

当社は、取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、法令及び社内規程に基づき、取締役会の承認を得ることとしております。さら
に、これらの競業取引及び利益相反取引の状況・結果等の重要な事実については、事後的に取締役会において報告を要することとしており、事後
的な監視体制も整えております。

また、決算期ごとに役員に対して関連当事者取引の有無に関する調査を実施し、当社として漏れの無いように把握する体制を構築しております。
なお、その他の関連当事者との取引についても、その取引の重要性を精査し、当社や株主共同の利益を害することのないよう、必要に応じて取締
役会に諮ることとしております。

【補充原則2－4① 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】

（1）多様性の確保についての考え方

PPIHグループでは、企業原理に「顧客最優先主義」を掲げ、常に多様なお客さまのニーズに応える店舗運営を目指しております。このような環境
下においては、消費者の価値観やライフスタイルが多様化している現代にあって、画一的な視点では真の顧客満足を実現することは困難です。し
たがって、お客さまの支持を得るためには、企業としても多様性に基づく視点を持つことが不可欠です。

また、店舗運営の現場には、年齢・性別・国籍・価値観などが異なる多様な人材が集まっており、一人ひとりが異なる強みを持っております。こうし
た人材が互いに尊重し合い、協働できる環境を整えることは、組織の柔軟性と創造性を高め、持続的な成長を支える基盤となります。

このような背景から、当社グループでは企業理念集『源流』において「多様性を尊重し認め合う」ことを掲げており、「多様性の容認と働きがいのあ
る職場づくり」をマテリアリティ（重要課題）として位置づけ、グループ全社でダイバーシティ推進に取り組んでおります。

2020年に発足したダイバーシティ・マネジメント委員会（以下、DM委員会）は、ダイバーシティ・マネジメントを管掌する取締役が委員長を務め、複
数の関連部署が横断的に連携する形で構成されております。DM委員会は、役員・管理職を含むあらゆる職域において、女性が活躍できる環境づ
くりを推し進めるとともに、LGBTQ+・シニア・外国人の活躍推進、障がい者雇用の促進などダイバーシティを推進する施策を企画・立案し、実行し
ております。また、さまざまな価値観やライフスタイルの顧客との親和性を確保し、新たなイノベーションを創造するために、管理職等の中核人材
の登用においても性別や国籍等による差別は一切行わず、女性や外国籍人材の積極的な登用に努めております。 中途採用においては、パート

タイマ―・アルバイトの社員登用を積極的に行うとともに、キャリア人材の採用も積極的に行っております。社外で蓄積されたスキルやノウハウを
持った社員は当社グループにとって重要な人的資源であり、多くの中途採用者が管理職として活躍しております。

（2）自主的かつ測定可能な目標及びその状況

当社グループの店舗をご利用いただくお客さまの半数以上が女性であり、店舗運営や経営において女性視点のアイデアを積極的に取り入れるこ
とが、事業成長にも結び付くものと考え、店舗運営における女性視点の強化や、将来の営業幹部候補の育成・定着を目的に２つの目標を設定して
おります。

①女性店長を100人に拡大（対象：国内）

　 数値目標：2026年6月期までに50人、2030年6月期までに100人

　 進捗状況：2025年6月末時点 46人

②女性社員の定着率の向上（対象：国内）



　 数値目標（離職率）：2026年6月期までに8.8％、2030年6月期までに5％

　 進捗状況：2025年6月期実績 7.3％

上記の目標の達成に向けた取り組みや、多様な人財の活躍に関する情報は、当社ホームページ内サステナビリティサイト「マテリアリティ2　多様
性の容認と働きがいのある職場づくり」（https://ppih.co.jp/sustainability/materiality2/）や有価証券報告書(２【サステナビリティに関する考え方及
び取組】)（https://ppih.co.jp/ir/library/report/pdf/PPIH_FY2025_Q4_Financial_Report.pdf）に掲載しております。

【原則2 - 6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社には、基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金の制度はありませんが、全従業員が加入する企業型確定拠出年金制度を導入して
おり、従業員に対して資産運用に関する教育を行っております。

【原則3 - 1 情報開示の充実】

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の企業原理である「顧客最優先主義」やビジネスモデル等の考え方、経営戦略及び経営計画については、当社ホームページのIR情報、決算
説明会資料、統合報告書及び長期経営計画等の各種ツールにおいて、その内容や現状を開示しております。

IR情報URL：https://ppih.co.jp/ir/

（2）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレートガバナンスとコンプライアンスの強化を図るとともに、積極的なディスクロー
ジャーを行い、社会と共生する当社に対する理解を深めることが、企業価値増大のための重要な経営課題であると位置づけております。

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び方針については、本報告書「基本的な考え方」において開示しております。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

経営陣幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬を決定するに当たっての方針と手続及び決定に対するプロセス等について
は、本報告書「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

経営陣幹部の選解任及び取締役（監査等委員である取締役を除く。） 候補の指名におきましては、急変する経営環境に対応するための迅速な意

思決定、適切なリスク管理業務執行の監督機能等考慮し、当該候補者の能力や経験、人柄を踏まえた上で、適材適所の観点より総合的に勘案
し、取締役会において決定しております。

なお、業務執行取締役候補者の選任に当たっては、これらに加え、取締役会決議の前に、諮問機関である指名・報酬委員会にて審議及び答申を
行うこととしております。

また、監査等委員である取締役候補者の選任については、人格・見識、経歴等を元に、多様な視点が確保できるように、指名・報酬委員会での審
議や監査等委員会と協議の上、取締役会にて決定しております。

なお、当社は2025年10月1日付で、「指名・報酬委員会」の機能を分化・明確化し、「指名委員会」および「報酬委員会」をそれぞれ設置しておりま
す。

（5）取締役会が上記（4）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

経営陣幹部の選解任におきましては、法令に則って適切に開示してまいります。

また、取締役候補者の経歴及び指名理由等におきましては、株主総会参考書類に記載しておりますが、今後も説明内容のさらなる充実を図って
まいります。

≪株主総会招集通知≫

https://ppih.co.jp/ir/stock/meeting/

【補充原則3 - 1③ サステナビリティについての取組みの開示】

当社グループは、企業原理「顧客最優先主義」のもと、地域のお客さまの暮らしを支え、お買い物の楽しみを提供することを第一に、本業の総合小
売業の事業活動を通じて環境・社会における重要課題(マテリアリティ)の解決に取り組んでおります。また、サステナビリティにおいても、PPIHグ
ループのコアバリューである企業理念集『源流』に定める企業理念・行動指針を徹底し、事業活動を通じて顧客や社会へ貢献することを最終目的
としております。これは結果として従業員の使命感と誇りを高め、最終的に企業価値向上につながることから、この好循環の連鎖を常に念頭に置
いて取組みを進め、環境・社会課題の解決とグループの事業成長の両立を目指し、果敢に挑戦しております。

■PPIHグループ重要課題（マテリアリティ）

事業活動で生じる環境負荷の低減

多様性の容認と働きがいのある職場づくり

持続可能な商品調達と責任ある販売

地域社会との共生による社会課題の解決

確固たるガバナンス

■関連リンク

当社サステナビリティサイト：https://ppih.co.jp/sustainability/

TCFDに基づいた気候変動への対応：https://ppih.co.jp/sustainability/materiality1/climate_change/

CO2排出量の削減：https://ppih.co.jp/sustainability/materiality1/carbon-neutral/

統合報告書：https://ppih.co.jp/ir/library/annual/

有価証券報告書(２【サステナビリティに関する考え方及び取組】)：https://ppih.co.jp/ir/library/report/

【補充原則4 - 1① 取締役会から経営陣への委任範囲の概要】

当社の取締役会は、経営の意思決定機関として、法令や定款による取締役会の専決事項とされている項目及び取締役会規程に定められている
重要事項（重要な経営方針の策定、重要な規程・管理制度の制定及び改廃、設備投資計画、他）を決議しているほか、純粋持株会社として、グ
ループ全体の経営方針等を決定しております。

また、当社は、2016年9月28日開催の第36期定時株主総会による決議を得て、監査等委員会設置会社へ移行しており、この移行に伴いまして、取
締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任しております。

さらに、当社グループは、小売業を主たる事業とする企業グループであり、激変する商環境に柔軟かつ迅速に対応するため、現場に対して大胆な
権限委譲を行っておりますが、職務権限規程において、取締役をはじめとする経営陣及び経営幹部に委任される事項を、その重要性や金額等に
よって明確に定めるなど、事業運営に関するガバナンスの充実に努めております。



【原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用】

現在、当社の取締役15名中、社外取締役は6名となっております。社外取締役6名全員は、当社からの独立性を有していることから、独立役員とし
て東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は、取締役会等で独立した視点から有用な意見を述べるなど、会社として適切な意思決定を
実施するための責務を果たしていると考えております。

【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外取締役の候補者の選定においては、会社法に定められている社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を基準とし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを前提に、加えて独立社外取締役として公正な立場から経営監視機能を果たすた
めに相応しい、豊富な見識や人格を有している人物であることを条件としております。

【補充原則4 - 10① 任意の仕組みの活用】

当社は、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」ならびに「報酬委員会」を設置しております。指名委員会は取締役等の指名に対して、報
酬委員会は取締役の報酬等に対して、それぞれ評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制
をより一層充実させることを目的として設置しております。

各委員会は、委員3名以上で組織し、その過半数を独立社外取締役で構成することとしております。また、委員長は取締役会の決議によって独立
社外取締役の委員の中から選任することとしております。

なお、各委員会が取締役会の諮問に応じ、審議・答申する事項は以下のとおりであります。

<指名委員会>

・取締役の選任・解任に関する事項

・代表取締役の選定・解職に関する事項

・その他取締役会が諮問した事項

<報酬委員会>

・取締役等の報酬に関する事項

・その他取締役会が諮問した事項

【補充原則4 -11① 取締役選任の方針・手続き】

当社の継続的な成長及び企業価値の向上を図るため、また、取締役会における迅速かつ合理的な意思決定を行うため、当社の取締役会は性
別・年齢・職歴・国際性を含む多様性を尊重し、優れた人柄を備え、当社の主力事業である小売業をはじめとする各種事業における豊富な知識や
経験、能力を有する者を取締役候補者として株主総会に諮り、適切な人数を選任することとしております。

また、社外取締役については、公正・中立な観点から当社の経営を監視していただくため、要職歴任者、経営者及び各方面の識者等から適切な
人数を選任することとしております。

なお、取締役のスキル等を特定するスキル・マトリックス及び選任理由等を株主総会招集通知にて公開しております。

≪株主総会招集通知≫

　「株主総会招集ご通知　株主総会参考書類」

　https://ppih.co.jp/ir/stock/meeting/

≪ウェブサイト≫（スキル・マトリックスのみ）

　コーポレート・ガバナンス　取締役

　https://ppih.co.jp/ir/governance/officer/

【補充原則4 - 11② 取締役の兼務状況】

当社の取締役及び取締役候補者に関する上場会社役員を含む重要な兼職の状況につきましては、株主総会参考書類、事業報告、有価証券報
告書等の開示書類にて毎年開示を行っております。

【補充原則4 - 11③ 取締役会全体の実効性分析・評価の結果概要】

当社取締役会は、少なくとも1年に1回以上、取締役会の実効性について評価をすることとしております。2025年6月期は、以下のプロセスにより取
締役会の実効性を評価し、その結果、取締役会メンバーが経営理念を十分に踏まえた活発な議論を基に適切かつ迅速な意思決定を行うととも
に、内部管理体制のモニタリングをはじめ、厳格な監督機能を発揮することで、中長期的な企業価値向上に実効的な役割を果たしていることを確
認することができました。また、取締役会のバランスの取れた構成やオープンな議論、社外取締役の積極的な関与は評価がしっかりとなされてい
る一方で、将来の人材に関する議論のプロセス統一、中長期的な議論の強化、企業規模拡大に伴うガバナンス体制の一層の充実が課題として求
められる結果となりました。

なお、調査票の作成、回収及び一部の分析にあたっては、外部機関を活用することで評価の透明性を高め、実効性を確保することとしておりま
す。

<取締役会の実効性評価プロセス>

(1)第三者機関の助言を踏まえた取締役会の実効性に関するアンケートの作成

(2)取締役会全メンバーから第三者機関によるアンケートの回収

(3)アンケート結果に基づく実効性の分析

(4)取締役会における相互の意見交換及び実効性評価の決定

<取締役会実効性評価結果の概要>

【当社取締役会の強み】

・多様なスキル・知識・経験を有するバランスの取れた取締役会構成

・社外取締役が十分に機能を発揮できる環境

・オープンで活発な議論と迅速な意思決定を可能にする体制

【当社取締役会の課題】

・中長期的な経営戦略や人材育成に関する議論の強化

・企業規模拡大に対応したガバナンス体制の一層の充実

上記の評価結果を踏まえ、今後、課題解決に向けた取組みを進め、取締役会の実効性の一層の強化に努めるとともに、ガバナンス体制の拡充を
図ってまいります。



【補充原則4 - 14② 取締役のトレーニング方針】

取締役は、取締役として求められる法令、財務、会計をはじめとする各方面の知識・経験が豊かで、その役割と責任を十分に果たし得る者を選任
しておりますが、就任後においても取締役に対する各種情報の報告・提供を適切に行うことができる体制を整え、弁護士や会計士等の専門家から
直接説明を受ける機会や必要に応じて適宜研修会なども開催しております。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、株主・投資家の皆さまとIR活動を通じて、建設的な対話を積極的に行い、当
社の経営方針や経営実績を正確に理解していただけるよう、努めております。

(1)IR管掌役員及び東京証券取引所に届け出ている情報取扱責任者が社内の重要な情報を把握するため、連携を取りながら当該役員に情報が
集約される体制を構築し、IR担当部署は、必要に応じて、法務、財務、経理、営業、物件開発等の各部署と横断的に連携を図り、適切な情報開示
を行うこととしております。

(2)IR管掌役員及びIR担当部署は、アナリスト・機関投資家の皆さまからの取材申込に適切に対応するとともに、四半期ごとに決算説明会を開催し
ており、代表取締役社長も適宜参加することとしております。また、当社HP「IR情報」（https://ppih.co.jp/ir/）に、適時開示情報、各種決算情報や経
営資料（決算短信、有価証券報告書、統合報告書、PPIHレポート、月次売上高速報等）を随時掲載し、株主・投資家の皆さまの投資判断の一助と
なるよう、努めております。

(3)株主・投資家の皆さまから得られた貴重なご意見は、必要に応じて取締役会や経営幹部に共有され、当社の経営に活かしております。

(4)当社は、各決算発表前の一定期間を、IR自粛期間と定めており、この期間は決算内容に関してのコメントは行わないこととしております。また、
未公表の重要事実（インサイダー情報）についても、法令・諸規則を遵守するとともに、インサイダー取引防止規程を定め、厳格に管理することとし
ております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2025年10月10日

該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営を推進し、長期的な企業価値の向上を目指しております。2035年に向けた長期経営計画「Double Impac

t 2035」では、売上高4兆2,000億円、営業利益3,300億円の達成を目標に掲げ、成長投資を継続しながら、ROEの高水準での安定化や配当政策の

強化にも取り組んでおります。

2025年6月期においては、持続的な当期純利益の増加を実現しており、資本コストを上回るROE15％以上、PBR4倍以上の水準を維持しておりま
す。今後も、経営陣による積極的な市場との対話をはじめ、IRイベントの開催、統合報告書の発行、ESG説明会の実施、英文開示の充実など、開
示・IR活動の更なる拡充を通じて、資本市場との信頼関係の強化に努めてまいります。



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

DQ WINDMOLEN B. V. 134,028,000 22.44

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 68,000,400 11.39

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 36,575,400 6.12

株式会社安隆商事 33,120,000 5.55

株式会社ファミリーマート 33,057,384 5.53

公益財団法人安田奨学財団 14,400,000 2.41

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 13,118,573 2.20

GOVERNMENT OF NORWAY 12,021,684 2.01

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 10,639,802 1.78

GIC PRIVATE LIMITED - C 9,078,739 1.52

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 6 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、2025年8月にカネ美食品株式会社の発行済株式の一部が自己株式として取得されたことにより、議決権割合が40.3％となっております。
持分比率は50％未満ですが、実質的に支配しているため、同社は当社の連結子会社に該当します。

カネ美食品株式会社は、東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、上場会社としての自主的な経営を維持しながら、当社との協業を通じ
て企業価値の向上に取り組んでおります。

当社としては、上場子会社を有することにより、資本市場からの評価を受けつつ、独立性を尊重した柔軟な事業運営が可能となる点に意義がある
と考えております。

また、上場子会社としてのガバナンスの実効性を確保するため、少数株主の利益保護を含めた適切な管理体制の構築に努めております。



2023年3月には業務提携契約を締結し、惣菜事業分野において両社の経営資源やノウハウを融合することで、事業シナジーを創出しております。
今後もPPIHグループとカネ美食品株式会社の強みを活かし、開発・仕入から販売までを一体化した「食のSPA体制」の構築を通じて、両社の企業
価値向上を目指してまいります。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 27 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

吉村 泰典 学者 ○

西谷 順平 学者

久保 勲 他の会社の出身者

加茂 正治 他の会社の出身者 ○

小野 貴樹 他の会社の出身者 △

岸本 尚子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉村 泰典 ○ ○

監査等委員である社外取締役の吉村泰
典氏は、mederi株式会社の社外取締役で
あります。当社は同社が提供するオンライ
ンピル処方サービス「mederi for biz（メデリ

フォービズ）」を福利厚生として、国内グ
ループ会社の女性社員及び社員のパート
ナーを対象に、低用量ピル服用に係る費
用の補助をしております。これは、女性の
働きやすい環境づくりの一環として、女性
社員の心身の健康維持をサポートし、能
力をさらに発揮しやすい職場づくりを提供
することができると考え導入しております。
また、その費用は6百万円程度（当社連結
売上高及び販管費の0.01％未満）と僅少
であることから、同氏は、当社に対し十分
な独立性を有していると考えております。

内閣官房参与や各種学会理事長等の要職を
歴任されている経験を有しております。それら
を活かし、客観的な立場から当社の監査等委
員である社外取締役としての職務を適切に遂
行されると判断して、社外取締役に選任してお
ります。また、同氏は、当社一般株主と利益相
反が生じるおそれがなく、独立役員として適当
であると判断し、指定いたしました。

西谷 順平 ○ ○ ―――

大学の経営学部教授として、会計や経済につ
いて高度の専門知識と幅広い経験を有してお
ります。それらを活かし、客観的な立場から当
社の監査等委員である社外取締役としての職
務を適切に遂行されると判断して、社外取締役
に選任しております。また、同氏は、当社一般
株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役
員として適当であると判断し、指定いたしまし
た。

久保 勲 　 ○ ―――

伊藤忠商事株式会社及び株式会社ファミリー
マートにおいて要職を歴任され、経営管理に関
する豊富な知見を有しております。これらの経
営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、
客観的な立場から取締役の職務執行に対する
監督、助言を行うことを期待し、社外取締役に
選任しております。また、同氏は、当社一般株
主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員
として適当であると判断し、指定いたしました。

加茂 正治 ○ ○

監査等委員である社外取締役の加茂正
治氏は、株式会社加茂事務所の代表取
締役であります。当社は同所との間で、当
社グループの次世代経営層となり得る中
堅幹部従業員に対する研修の講師等に
関する業務委託契約を締結しております。
研修の内容は、企業経営及び組織運営の
基礎知識や考え方、会計指標の基礎等に
関するものであります。次世代経営層の
人材育成は常に企業において重要な課題
であり、本研修はその課題解決の一助と
なる意義を持つものとして実施しておりま
す。加茂正治氏は、コンサルティング会社
での勤務経験及び事業会社での経営幹
部を歴任されたご経験もあることから、本
テーマの研修講師として最適であると考え
ております。また、その業務委託費用は9
百万円程度（当社連結売上高及び販管費
の0.01％未満）と僅少であることから、同
氏は、当社に対し十分な独立性を有して
いると考えております。

コンサルティング会社や事業会社において要
職を歴任され、企業経営に長年携わってきたこ
とから経営企画等に関する豊富な経験と幅広
い見識を有しております。これらの経営に関す
る豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な
立場から当社の監査等委員である社外取締役
としての職務を適切に遂行されると判断して、
社外取締役に選任しております。また、同氏
は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれ
がなく、独立役員として適当であると判断し、指
定いたしました。

小野 貴樹 ○ ○

監査等委員である社外取締役の小野貴
樹氏は、2024年8月31日付で株式会社三
井住友銀行の顧問を退任しております。
同行は当社の主要な借入先のひとつでは
ありますが、退任から一定期間が経過し
ていることに加え、同行との取引が当社の
経営判断に直接的な影響を及ぼす状況に
はありません。これらの点を踏まえ、同氏
は当社に対し十分な独立性を有している
と考えております。

銀行において要職を歴任され、財務・金融分野
において豊富な経験と幅広い見識を有しており
ます。これらの財務・金融分野に関する豊富な
経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から
当社の職務を適切に遂行されると判断して、社
外取締役に選任しております。また、同氏は、
当社一般株主と利益相反が生じるおそれがな
く、独立役員として適当であると判断し、指定い
たしました。



岸本 尚子 ○ ○ ―――

弁護士資格を有しており、高度の専門知識と幅
広い経験及びグローバルな取引を展開する企
業での見識も有しております。これらの弁護士
としての経験・知見及びグローバルな視点を活
かし、客観的な立場から当社の職務を適切に
遂行されると判断して社外取締役に選任してお
ります。また、同氏は、当社一般株主と利益相
反が生じるおそれがなく、独立役員として適当
であると判断し、指定いたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 5 0 0 5 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

(1)監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。

(2)監査等委員会事務局スタッフについての人事（処遇や懲罰を含む）については、事前に監査等委員会に報告しなければならない。

(3)監査等委員会事務局スタッフが他部署の業務を兼務する場合、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた際には、当該指示を優先し
て従事するものとする。また、兼務する他部署の上長は、当該指示の遂行にあたって要請があった場合は、必要な支援を行う。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

(1)内部監査室は内部統制整備の実施状況について、適時適切に監査等委員会に対し報告するものとしております。

(2)当社及びグループ会社各社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員は、当社及びグループ会社各社の事業に影響を与える、
あるいは与えるおそれのある重要事項について、監査等委員会に速やかに報告するものとしております。

(3)当社及びグループ会社各社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員は、監査等委員会及び監査等委員会事務局から会社の
業務の実施、財産の状況等について報告を求められたときは、速やかにこれに応じるものとしております。

(4)上記各項に係る報告をしたことを理由として、当社監査等委員会に報告を行った者に対して不利な取扱いをすることを禁止しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役



補足説明

指名委員会ならびに報酬委員会は、取締役等の指名ならびに報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図
り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として設置いたしました。

各委員会の役割は、以下の諮問事項について審議し、答申を行うこととしております。また、当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針は、報
酬委員会において、その妥当性を検証したうえで取締役会にて決定しております。

なお、各委員会の構成は、委員3名以上で、かつ、その過半数は独立社外取締役で構成されます。また、委員長は取締役会の決議によって独立
社外取締役の委員の中から選任することとしております。

<指名委員会>

委員長(社外取締役)　　西谷 順平氏

委員(社外取締役)　　　吉村 泰典氏

委員(代表取締役社長) 森屋 秀樹氏

(諮問事項)

・取締役の選任・解任に関する事項

・代表取締役の選定・解職に関する事項

・その他取締役会が諮問した事項

<報酬委員会>

委員長(社外取締役)　　小野 貴樹氏

委員(社外取締役)　　　西谷 順平氏

委員(取締役) 　　　　吉田 直樹氏

(諮問事項)

・取締役等の報酬に関する事項

・その他取締役会が諮問した事項

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

・業績連動報酬制度

本報告書「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

・ストックオプション制度

2014年9月26日開催の第34期定時株主総会の決議により、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、株価上昇によるメリットのみならず株価下落
によるリスクまでも株主と共有し、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるため、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）に対し、行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプション制度を導入し、これまでに7回発行しております。なお、同株式
報酬型ストックオプションは、既存の金銭報酬の額とは別枠にて、年額4億円以内の範囲で割り当てることにつき、株主総会にてご承認いただいて
おります。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社は、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを通じて、株主価値の向上を図ることを目的とし、1998年よりストックオプションの付与を
行っております。付与対象者は当社取締役、執行役員含む当社従業員、国内外の当社関係会社取締役及び国内外の当社関係会社従業員として
おります。

また、2014年9月26日開催の第34期定時株主総会の決議により、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、株価上昇によるメリットのみならず株
価下落によるリスクまでも株主と共有し、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるため、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）に対し、行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプション制度を導入いたしました。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2025年6月期は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名に対して総額285百万円、監査等委員である取締役5名に対して総額42百万円の
報酬を支払っております。

また、連結報酬の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１、役員報酬制度の基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の
報酬の決定に際しては各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

２、役員報酬制度の体系

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬体系は、月例の固定金銭報酬としての基本報酬、及び短期のイ
ンセンティブ報酬としての業績連動型金銭報酬（年次賞与）、株主利害の共有を目的とした株式報酬型ストック・オプション（非金銭報酬）から構成
しております。当社の社外取締役の報酬体系は、その役割を鑑み、基本報酬のみとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬
体系は、その役割を鑑み、基本報酬のみとしております。

基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、各取締役の役位及び、職責に応じて、当社と同規模の他社における役員報酬の水準、従業員給与の水
準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

短期のインセンティブ報酬としての業績連動型金銭報酬（年次賞与）は、代表取締役においては、単年度の会社業績に連動する報酬とし、当社に
おいては本業における収益向上の観点から業績連動（KPI）を「連結営業利益」とします。なお、KPIである2025年6月期の「連結営業利益」の目標
額は1,500億円であり、その実績額は1,623億円となりました。

また、支給額はその予算達成度に基づき決定されるものとし、予算達成度に応じて、0%～150%の比率で変動するものとします。さらに、代表取締
役以外の取締役においては、前述する代表取締役と同様の全社業績連動部分を50%とし、それに加え、個人業績連動部分を50%といたします。

個人業績連動部分は、予算達成を基準に査定することを原則として、報酬委員会にて審議を行い、最終的に代表取締役社長が0%～150%の範囲
内で支給率を決定いたします。

株式報酬型ストック・オプションは過去の付与実績等を考慮のうえ、都度付与の必要性を判断するため、その割合やその支給時期を明確に定めて
おりません。ただし、当社の株式報酬型ストック・オプションの付与頻度等は、適切な役員報酬制度のあり方の中で今後継続的に検討してまいりま
す。

また、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の報酬構成の割合につきましては、基本報酬である固定報酬70％、短期
のインセンティブ報酬としての業績連動型報酬（年次賞与）30％を基準として設計するものとします。

なお、報酬などの支給時期に関しましては、基本報酬である固定報酬は、月次で支給し、短期のインセンティブ報酬としての業績連動型金銭報酬
（年次賞与）は、会社業績が確定したのち、定時株主総会終了後に支給することとしております。

３、.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する方針

当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、当社の報酬委員会に諮問を行い、その答申を受けて取締役会において決議しておりま
す。

ただし、代表取締役社長以外の取締役の基本報酬に関しては、取締役会で別途決定する上限額・下限額のもと、個々の取締役の役割・責任の大
きさを鑑みて、その最終的な金額を決定するという権限を、また、業績連動型金銭報酬（年次賞与）に関しては、個人業績連動部分の支給率を最
終的に決定する権限を、代表取締役社長に委任するものとします。委任した権限が適切に行使されるよう、報酬委員会を通じ独立社外取締役とも
十分協議を行わなければならないこととしております。



【社外取締役のサポート体制】

当社の取締役15名のうち6名が社外取締役であり、そのうち社外取締役5名が監査等委員である取締役であります。取締役会事務局及び監査等
委員会事務局が社外取締役の求めに応じ、その職務を補助する体制をとっております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役の活動状況(開催回数・個々の役員の出席状況等)については(https://ppih.co.jp/ir/governance/system/)に掲載しております。

(1)取締役会

当社は、代表取締役社長を議長とした取締役会を月1回以上開催し、業務執行上の重要事項の審議及び決定を行っております。取締役会は取締
役（監査等委員である取締役を除く。）10名（うち社外取締役1名）及び監査等委員である取締役5名（うち社外取締役5名）の合計15名で構成されて
おります。

監査等委員会は5名全員が社外取締役で構成されており、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携
を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。

また、社外取締役6名全員が独立役員として選任されており、全社経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項について、一般株主と
利益相反の生じるおそれのない独立した立場で幅広い見識を取り入れることが可能であり、適切な経営判断が行われる体制になっていると考え
ております。

(2)コンプライアンス委員会

不正防止の立案、検査及び調査の計画立案、検査及び調査結果の検証、他社不正事例の共有と検証等を行っております。

なお、構成員につきましては、法務・コンプライアンス管掌執行役員を委員長とし、委員として、取締役兼上席執行役員CFO代行 中島 智氏、取締

役(監査等委員) 岸本 尚子氏、関連部署の執行役員の合計9名で構成されております。なお、取締役(監査等委員) 岸本 尚子氏は社外取締役で

あります。

(3)指名委員会

取締役の指名に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるた
め、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を社外取締役とする指名委員会を設置しております。

当社の指名委員会の役割は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職に関する事項、その
他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行うこととしております。なお、指名委員会の構成員は、取締役（監査等委員）西谷 順平氏が

委員長を務め、委員として代表取締役社長CEO 森屋 秀樹氏、取締役（監査等委員）吉村 泰典氏の合計3名で構成されております。なお、取締役

（監査等委員）西谷 順平氏及び取締役（監査等委員）吉村 泰典氏は社外取締役であります。

(4)報酬委員会

取締役等の報酬に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させる
ため、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設置しております。

当社の報酬委員会の役割は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の報酬に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を
行うこととしております。なお、報酬委員会の構成員は、取締役（監査等委員）小野 貴樹氏が委員長を務め、委員として取締役 吉田 直樹氏、取締

役（監査等委員）西谷 順平氏の合計3名で構成されております。なお、取締役（監査等委員）小野 貴樹氏及び取締役（監査等委員）西谷 順平氏は

社外取締役であります。

（5）社外取締役

当社の社外取締役は6名であります。

社外取締役は経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等を期
待して選任しております。また、社外取締役6名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関す
る専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣か
ら独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

(6)内部監査室

内部監査室は取締役会直轄の組織として機能し、業務執行部門から独立しております。監査計画書に基づき、各部門及び当社グループ子会社の
業務の適法性及び有効性、効率性についての監査、財務報告に係る内部統制の評価を実施しており、監査等委員会と適宜、報告及び相互連携
をしております。重要な事項については、監査等委員会に加え、取締役会にも適宜報告する体制としており、組織連携を図っております。

また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況評価に関して、会計監査人との間にも定期的に情報共有の場を設け、的確かつ効率的な内
部統制監査のための連携に努めております。

なお、内部監査室の従業員は8名で構成されております。

(7)その他

法務部が主催する法律相談日に、重要事項の適法性について、顧問弁護士から直接アドバイスを受けております。法律相談日は、定期的に開催
され、コンプライアンスに関する強化・徹底がなされております。

会計監査人とは、通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確保する観点から、個別案件ごとに適法性や会計基準の準
拠性に関して事前確認を行い、適時アドバイスを受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、2016年9月28日開催の第36期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことによ
り、同日付をもって監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取
締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図
ることを目的としております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2025年9月26日開催の第45期定時株主総会において、招集通知の発送は法定期日の
前々日に行っておりますが、来年以降は可能な限りさらなる早期発送を実現できるよう努
めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は6月決算会社であり、定時株主総会は毎年9月下旬に行っております。

電磁的方法による議決権の行使 証券代行機関が開発したウェブサイトを利用し、電子投票制度を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しており
ます。

招集通知（要約）の英文での提供

外国人株主の皆さまの利便性向上を目的として、招集通知（要約）の英訳版を作成し、当
社ウェブサイトに掲載しております。

また、第45期定時株主総会より、招集通知（要約）の日本語版及び英訳版を同時に開示し
ており、外国人株主の皆さまに対しても円滑な情報取得の機会を提供しております。

その他
株主総会を株主と会社とのコミュニケーションの場と考え、営業報告をビジュアルで行うな
ど、株主総会の活性化を目指した取組みを行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

2025年6月期おいては、四半期ごとに、アナリスト・機関投資家向けに決算数
値・経営戦略についての説明会を開催し、常務執行役員CSOが説明しており
ます。また、代表取締役社長も適宜説明会に出席し事業戦略等について説明
いたしました。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
北米、アジア、欧州などの海外投資家からのミーティング依頼に随時対応して
おります。また、証券会社主催の海外投資家向けコンファレンスにも参加して
おります。

あり

IR資料のホームページ掲載

投資者等に当社をより適切に理解していただくため、当社ホームページ

(https://ppih.co.jp/ir/)に、決算短信、決算業績説明資料、決算情報以外の適
時開示資料、有価証券報告書や半期報告書等のIR資料を掲載しております。
また、外国人投資家に役立つよう、英語によるディスクロージャーについても積
極的に取り組んでおります。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR本部IR部 (ir@ppih.co.jp) をIR担当部署としております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーエンゲージメントの考え方

当社は、ステークホルダーとのコミュニケーションを通して課題を認識し、信頼関係と協働
関係を構築しながら社会的責任を果たすことで、より大きな成果を生み出しながら持続可
能な社会の実現に貢献することが目指すべき最終目的であると考えております。そのた
め、積極的な「ステークホルダー・エンゲージメント」を重視し、その過程で把握した関心や
期待、要請などを経営や事業活動に反映させております。

ステークホルダーと主なエンゲージメント方法については

(https://ppih.co.jp/sustainability/stakeholder/)に掲載しております。

サステナビリティに関連する各種方針は

(https://ppih.co.jp/sustainability/basic_policy/)に掲載しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は地域との共存共栄や次世代を担う子どもたちが健やかに暮らせる社会をつくること
を目指し、さまざまな社会貢献活動を推進しております。

地域社会への寄付・募金・貢献活動については

(https://ppih.co.jp/sustainability/materiality4/charity_and_donation/)に、

次世代育成・支援活動については

(https://ppih.co.jp/sustainability/materiality4/next_generation/)に掲載しております。

環境保全活動を含むサステナビリティの取り組みについては

(https://ppih.co.jp/sustainability/)にてご確認いただけます。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報提供に係る方針については「コーポレート・ガバナンスの考え方」に掲載しております。
当社は、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレート・ガバナンスとコンプラ
イアンスの強化を図るとともに、積極的なディスクロージャーを行い、社会と共生する当社
への理解を深めることが、企業価値増大のための重要な経営課題と位置づけております。
高い倫理観に則った事業活動こそが、企業存続の前提条件であるとの理念に立ち、社内
での早期対応体制を構築し、社外専門家の助言を仰ぎながら、企業統治体制とその運営
の適法性を確保しております。

コーポレート・ガバナンスの考え方は(https://ppih.co.jp/ir/governance/basic_views/)に掲
載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための内部統制システムを整備しております。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社及びグループ会社に法令遵守の精神が徹底されるよう引き続き率先して行動する。

(2)取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行の監督機能を向上させるとともに、社外取締役を含む
監査等委員会が、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と独立した立場から、公正で透明性の確保された監査を徹底する。

(3)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス（法令遵守）及び内部統制に関する事項を統括せしめる。また、コンプライアンス委員会は、
弁護士などの外部有識者と連携し、高い倫理観に則った事業活動を確保し、企業統治体制とその運営の適法性をも確保する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の議事録、並びにこれらの関連資料を保存し、管理するための担当部署をおき、これらを10
年間保存し、必要に応じて閲覧が可能な状態を維持する。

(2)社内の情報ネットワークセキュリティ向上のためのツールの導入及び「情報セキュリティ管理規程」の適時適切な見直しを行い、社内における情
報の共有を確保しつつ、その漏洩を防止する体制を確保する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)コンプライアンス委員会は、グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価を実施し、リスク対応について検討を
行う。

(2)業務マニュアル、諸規程の体系化及び業務の標準化を適時適切に行い、オペレーショナル・リスクの最適化を目指す。

(3)財務、仕入、販売、店舗及び法務等に係るリスクをコントロールするための組織・業務運営体制を適時適切に整備し、リスクの最適化を目指す。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸規程の見直しや整備を適時適切に行う。

(2)経営環境の変化に応じ、組織・業務運営体制の随時見直しを行う。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役会の決議に基づきコンプライアンス委員会がコンプライアンスの推進・徹底を図る。

(2)コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項の教育を含めた企画立案を行い、コンプライアンス委員会の指示に基づき、コンプラ
イアンス委員会事務局がその運営を行う。

(3)法令及び社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報でき
る「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度が有効に機能するよう同制度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたっては、通報
者に不利益が及ぶことのないように、その保護を最優先事項とする。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)グループ会社各社の業務の遂行状況について、適時適切に当社取締役会へ報告がされなければならない。

(2)グループ会社各社の業務の遂行の適正を確保するため「内部監査室」が、グループ会社各社と連携し、内部統制整備の実施状況を把握する。
さらに、グループ全体の内部統制について、共通認識のもとに体制整備を行うべく、「コンプライアンス委員会」が必要に応じて指導や支援を実施
する。

(3)グループ会社各社の適正な業務の遂行を図るために、「関係会社管理規程」を整備し、グループ会社各社の管理を行う。

７．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。

８．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査等委員会事務局スタッフについての人事（処遇や懲罰を含む）については、事前に監査等委員会に報告しなければならない。

(2)監査等委員会事務局スタッフが他部署の業務を兼務する場合、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた際には、当該指示を優先し
て従事するものとする。また、兼務する他部署の上長は、当該指示の遂行にあたって要請があった場合は、必要な支援を行う。

９．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1)内部監査室は内部統制整備の実施状況について、適時適切に監査等委員会に対し報告を行う。

(2)当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、当社及びグループ会社各社の事業に影響を与える、あるいは与えるおそれのある重要事
項について、監査等委員会に速やかに報告するものとする。

(3)当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、監査等委員会及び監査等委員会事務局から会社の業務の実施、財産の状況等について
報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(4)上記各項に係る報告をしたことを理由として、当社監査等委員会に報告を行った者に対して不利な取扱いをすることを禁止する。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員会と取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を設け、監査の
実効性を確保する。監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査報告書を閲覧して、社内諸規程に対する準拠性の監査を補完す
るものとする。また、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、その報告の内容が相当であることを確認しなければならない。

(2)「コンプライアンスホットライン」制度の運用状況について、定期的に監査等委員会に報告するものとする。

(3)監査等委員である取締役がその職務の執行について必要となる費用の支払いを請求したときは、速やかにこれに応じるものとする。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、以下のとおり、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、社内体制を整備しております。

１．当社グループは、反社会的勢力の不当要求等に応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、企業及び団体等であることが判明した場合には
取引を解消します。

２．反社会的勢力からの不当要求等に毅然とした態度で対応するため、不当要求防止責任部署を「危機管理部」とし、社内教育研修や事案の対
処を行います。

３．「危機管理部」は、警察当局や弁護士等の外部専門機関と連携のもと、情報の収集を行います。また、社内に不当要求防止責任者を設置し、
社内ネットワークの整備、事案発生時に迅速に対処できる社内体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



選任・解任 選任・解任

選任・
解任

代表取締役
各担当取締役

各部門及びグループ会社

会計監査人

選定・
解職・
監督

株 主 総 会

内部監査室

コンプライアンス
委員会（事務局）

＜コーポレートガバナンス体制図＞

報告・
提案

監査・指導教育・
推進 報告

取締役
（監査等委員を除く）

取締役会 監査等委員会

監査・監督

連携

連携

指示 報告

報告

会計監査

指示

報告

報告

相談

助言・
進言

顧問弁護士

報酬委員会

答申・
報告 監査等委員である取締役

指名委員会



情報取扱責任者

調整、確認

主計部
社内各部署
連結対象会社

決算情報 決定事実 発生事実

情報取扱責任者
（情報集約）

ＩＲ部
（文書作成）

取締役会
（決議）

内部監査室
法務部

他関連部署

取締役会

東京証券取引所 自社ホームページ

指示

起案

起案

報告

起案／報告

決裁通知

報告

適時開示

＜適時開示体制 模式図＞




